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●中間検査報告に必要な書類（耐震改修工事のみ）

事前に届出が必要です。

新築建物が省エネ基準に適

合することが分かる書類
住宅性能評価書、建築物省エネ法第27条に基づく省エネ性能の説明書等
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大震災に備えて！
ー皆さんの建物の
耐震化を支援しますー

令和７年（2025年）７月発行

発行番号2025049-5026

建築課構造・耐震化推進係

建築士免許証の写し （建築士でない場合は経歴書）

TEL03-3578-2295,2296
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次の要件をすべて満たす区内の建築物
・昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日までに建築確認を受けて建築された、区内の高経年新耐震
基準の分譲マンションで、非木造であること。

・原則として建築基準法に適合しており、構造図又は構造計算書が存在する建築物であること。
・現に延べ面積の２分の１以上が居住の用に供されていること。
・耐震確認調査に係る管理組合の総会の決議又はこれに準ずるものにおいて、耐震確認調査の実施を決定し
ていること。

項目 助成率 助成限度額

高経年新耐震基準の分譲マンションに対する
耐震性を再確認するための調査

全額 ４５０万円

対象となる分譲マンションの管理組合又は区分所有者の代表者（集会の議決で決定された代表者）

非木造建築物の耐震化支援があります！

写真提供 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

耐震アドバイザー派遣
（分譲マンション）

耐震診断の

費用助成

p.2

建替え・改修支援コンサルタント派遣
（分譲マンション・賃貸マンション）

建替え・改修計画案等作成
の費用助成（ 分譲マンション）

補強設計の

費用助成

耐震改修工事の

費用助成

建替え・除却の

費用助成

p.5

p.5 p.2

p.3

p.4

まずは
診断！

耐震確認調査費用助成
（分譲マンション）

p.1

《 昭和５６年５月以前 》
に建てられた建築物は、
地震で大きな被害を受け
る可能性があります。

お住まいの
建物は
安全ですか？

p.6

▼マンションには、
他にも以下の支援があります

New!

耐震確認調査費用助成耐震確認調査費用助成
助成対象となる建築物

助成対象となる方

助成内容

New!

耐震アドバイザー派遣（無料）耐震アドバイザー派遣（無料）

建替え・改修支援コンサルタント派遣（無料）建替え・改修支援コンサルタント派遣（無料）

手
続
き
の
流
れ

区の担当窓口に申請書

を提出してください（電

子申請可）。

申請は、１月第２週金

曜日までです。

予算額に達した時点

で終了します。 担当窓口に報告書を提出

してください（電子申請可）。1
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建替え・改修計画案等作成の費用助成建替え・改修計画案等作成の費用助成

手
続
き
の
流
れ

含む

※助成対象費用には、消費税相当額、振込手数料は含まれません。

・建替え・改修計画案等作成に係る管理組合の総会の決議又はこれに準ずるものにおいて、区分所有者（議決

権者）の２分の１以上の賛成者がいること。

建替え・改修計画案等作成業者の見積書の写し

管理組合の予算書の写し

理事長印

理事長印

（委託契約書等）の写し

等で

作成の契約・実施前ま

でに区の担当窓口に提

出してください。複数年

度にわたることも可。予

算額に達した時点で終

了します。

作成後、区の担当窓

口に提出してくださ

い。提出は、助成金

交付予定年度の２月

末までです。

６

港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可

計画案作成費のための予算計上されていることがわかるもの

交付決定通知後、区の

担当窓口に請求書を

提出してください（３月

末まで）。

耐震診断の費用助成耐震診断の費用助成

手
続
き
の
流
れ

評定に要する費用

3
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手
続
き
の
流
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補強設計の費用助成、耐震改修工事の費用助成補強設計の費用助成、耐震改修工事の費用助成

手
続
き
の
流
れ

※特定緊急輸送道路沿道建築物においては、令和７年度内までに補強設計に着手する建築物であること。

57,000 62,700

51,700 56,900

39,900

10/10 9/10

５００万円

２/３ ６００万円

７, ０００万円

７, ０００万円

５００万円

５００万円

５００万円

- -

提出は、助成金交付

予定年度の１月末まで

です。

評定に要する費用

建替え・除却の費用助成建替え・除却の費用助成

手
続
き
の
流
れ

一般緊急輸送道路
沿道建築物

11/30
11/60

※建替えにおいては、原則として省エネ基準に適合する建築物であること。

※助成対象費用は、 建替え ・ 除却を受託した業者の見積額 《A》 及び次に揚げる単価 《B》 を用いて算出した金額の２つを比較して、 いずれか小

さい額とする。 なお、 建替えの場合は、 従前の建築物の延べ面積を用いて算出する。

　 　 単価 《B》

39,900

51,700

57,000 62,700

56,900

　 ・ 耐震改修工事に要する費用相当額が妥当であると認められるものであること。 　

提出は、助成金交付

予定年度の１月末ま

でです。

交付決定通知後、 区の

担当窓口に請求書を提

出してください。

5
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